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令和４年４月１４日（木）午前９時３０分 米沢市農業委員会第２１回定例総会を米沢市役所

３階庁議室に招集した。 

 

 出席委員（１８名） 

  １番 伊藤精司 委員 

  ２番 小関善隆 委員 

  ３番 髙橋祐弘 委員 

  ４番 我彦正福 委員 

  ６番 田代曻一 委員 

  ７番 佐藤孝義 委員 

  ８番 高橋信夫 委員 

  ９番 佐久間英之 委員 

 １０番 江口益美 委員 

 １１番 宮﨑雅文 委員 

 １２番 遠藤伊一 委員 

 １３番 鈴木晃子 委員 

 １４番 大野澤進 委員 

 １５番 相田市三郎 委員 

 １６番 山王堂民榮 委員 

 １７番 古畑功一 委員 

 １８番 樋渡由美 委員 

 １９番 二宮啓一 委員 

 

 

 

 

 欠席通告委員（１名） 

  ５番 佐藤利夫 委員 

 

 

 遅刻通告委員（なし） 

 

 

 農業委員以外の出席者（１名） 

  農政課 主事 鈴木琢朗 

 

 

 会議に出席した事務局職員（７名） 

   事 務 局 長   宍 戸 徹 朗 

   事務局長補佐兼農政振興主査   根 津 正 孝 

   農 地 主 査   宮 原   功 

   主 査   瀧 口 圭 史 

   主      任   吉 田   潤 

   主      任   須 貝 祐 太 
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 会議に付議した事項 

 

１．提出議題 

 

  報第１号   非農地証明の報告について 

 

  議第１号   農地法第１８条第１項第２号該当による同条第６項の通知について 

 

  議第２号   農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

 

  議第３号   農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 

  議第４号   農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

 

  議第５号   農用地利用集積計画について 

 

  議第６号   土地改良事業参加資格交替の承認について 

 

  議第７号   米沢農業振興地域整備計画の変更について 

 

  議第８号   米沢市農業委員会新規就農申請者取扱基準による新規就農者の認定につ

いて 

 

２．その他 
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開  会   午前９時２５分 

 

根津補佐    おはようございます。これより第２１回米沢市農業委員会定例総会を開会

いたします。 

        初めに、「農業委員会憲章」の唱和を、２番 小関善隆委員のご発声にて

よろしくお願いいたします。 

       （唱和） 

根津補佐    それでは、会長よりご挨拶をお願いいたします。 

会  長    皆さん、おはようございます。 

        年度初めということで、皆様におかれましても大変お忙しい中、そして春

作業も始まったということで、大変ご苦労さまでございます。今、来るとき

に上杉神社の前を通ってきたわけですが、桜も咲いたということで、昨日、

おとといあたりは２４度、２５度ということで大変暑かったわけであります

が、今日は１０度くらい下がったということでありますので、体調管理には

十分注意をしながら農作業、そして農業委員会活動業務に励んでいただきた

いと思います。 

        今、通年の５年目のルールというか、水張りの問題でいろいろ騒がれてお

りますが、置賜の農業委員会として県のほうに農業会議のほうに要請をして、

それを何とか国のほうにつないでほしいということで要請しておったところ、

鈴木憲和代議士の計らいで、今月の２０日に金子農水大臣と面会して、五十

嵐会長と私と木村会長と、あと事務局というようなことで、コロナで大変な

時期でありますが、金子農水大臣にきちんと現場の声を伝えてきたいものだ

なと思っています。特に、中山間地においては、転作とかブロックローテー

ションというのは、まずできないと思いますので、その辺を強く言ってきた

いなと思っている次第であります。 

        そんなことでいろいろありまして、今日の新聞にはそういったことも書か

れておりますし、あと国会、今開催中でありまして、農林常任委員会ですか、

そこの中で人・農地プランの法定化について、かなり議論されているようで

ありまして、愛知県の豊田市の農業委員会の会長さん、あるいは全国農業会

議所の稲垣さんが参考人ということで、国会議員の前できちんと現場の声を

伝えておったようで、豊田市の方は、とにかく農業委員が中心的にやってい

かなければならないから、そういったことでいろいろな対応をしていただき

たいと。稲垣さんも、事務局がいろいろ大変になってくるので、そういった

人的確保もお願いしたいというようなことを言っておられたようであります

ので、皆さんお帰りになったら、全国農業新聞をぜひ、２面、３面あたりに

いろいろ書かれておりますので、ご覧になっていただきたいと思います。 
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        そういったことで、いろいろ行政、農政、動いておりますので、注視しな

がら、我々も農業委員会で考えることをしなければならないと思いますので、

どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

        以上です。ありがとうございます。 

根津補佐    ありがとうございました。 

        それでは、議事に移りますが、総会の議長は米沢市農業委員会会議規則第

４条の規定により会長が務めることになっておりますので、会長に議事の進

行をお願いいたします。 

議  長    それでは、私のほうで議事の進行をさせていただきます。 

        米沢市農業委員会会議規則第３条の規定による本日の欠席通告委員は、５

番 佐藤利夫委員の１名で、出席者は１９名中１８名であります。よって、

本日開催の米沢市農業委員会第２１回定例総会は成立いたしました。 

        今回の議事録署名委員には、６番 田代曻一委員、７番 佐藤孝義委員を

指名いたします。 

        続いて、審議に入りますが、議案の訂正や議事運営について事務局からあ

りませんか。 

根津補佐   （挙手） 

議  長    根津補佐。 

根津補佐    議案の訂正はございませんが、議事運営についてご提案いたします。 

        本日は新規就農申請者取扱基準による新規就農者の認定について、が議第

８号として上程となりますが、議第２号の農地法第３条第１項の規定による

許可申請についての中に、就農者を申請人とする案件がございますので、議

第１号の審議終了後、議第８号の審議を先にお願いし、その後第２号より順

次審議をいたしますよう、ご提案いたします。 

議  長    それではお諮りいたします。ただいまの事務局提案の議事運営について、

ご異議等はございませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    異議等がないので、事務局提案のとおり議事を進めます。 

        初めに、報第１号 非農地証明の報告について、を議題といたします。議

案の内容について、事務局の説明を求めます。 

瀧口主査   （挙手） 

議  長    瀧口主査。 

瀧口主査    報第１号 非農地証明の報告について。下記の土地について、農地及び採

草放牧地のいずれでもないことを証明しましたので報告します。 

        受理番号４７号から４８号の計２件で、証明しました地目別の筆数及び地

積は、田１筆 １３．００㎡、畑２筆 １２７．００㎡、合計３筆 １４０．
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００㎡です。 

        受理番号４７号 申請人 ○○○○、所有者も同一であります。土地の表

示と地積につきましては記載のとおりです。田から宅地への転用です。転用

年月日は、昭和５６年頃です。申請理由は、昭和５６年頃より近隣住宅の敷

地として利用されているためです。 

        受理番号４８号 申請人 ○○○○、所有者も同一であります。土地の表

地と地積につきましては記載のとおりです。畑から宅地への転用です。転用

年月日は、昭和５０年頃です。申請理由は、昭和５０年頃より住宅敷地の一

部として利用されているためです。 

        以上、よろしくお願いします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、報告事案でもありますので、以上で報第１号 非農地証明の報

告について、を終わります。 

        次に、議第１号 農地法第１８条第１項第２号該当による同条第６項の通

知について、を議題といたします。 

１ ０ 番   （江口益美委員 挙手） 

議  長    １０番 江口委員。 

１ ０ 番    １０番 江口です。私の案件がございますので、一時退席させていただき

ます。 

       （江口益美委員 退室） 

議  長    それでは、先に受理番号５号を上程いたします。議案の内容について、事

務局の説明をお願いします。 

宮原主査   （挙手） 

議  長    宮原農地主査。 

宮原主査    議第１号 農地法第１８条第１項第２号該当による同条第６項の通知につ

いて、のうち受理番号５号について。農地の賃貸借の合意による解約が成立

したと下記のとおり通知がありましたので、その確認を得るために委員会に

付議いたします。 

        申請人及び土地の表示等については記載のとおりです。申請のありました

筆数及び地積は、田のみ１筆 ５，４０９．００㎡です。 

        受理番号５号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積につ

きましては記載のとおりです。 

        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 
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議  長    ないので、受理番号５号について、議案書のとおり確認することに異議あ

りませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、受理番号５号について、議案書のとおりであることを確

認いたしました。 

       （江口益美委員 入室） 

議  長    それでは、先の受理番号５号を除く受理番号１号から１１号を上程します。

議案の内容について、事務局の説明をお願いします。 

宮原主査   （挙手） 

議  長    宮原農地主査。 

宮原主査    議第１号 農地法第１８条第１項第２号該当による同条第６項の通知につ

いて。農地の賃貸借の合意による解約が成立したと下記のとおり通知があり

ましたので、その確認を得るため委員会に付議いたします。 

        受理番号５号を除く１号から１１号の計１０件です。 

        申請人及び土地の表示等については記載のとおりです。申請のありました

筆数及び地積は、田３２筆 ５９，４３４．５０㎡、畑３筆 １，０４７．

５０㎡、合計３５筆 ６０，４８２．００㎡です。 

        受理番号１号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積につ

きましては記載のとおりです。 

        受理番号２号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積につ

きましては記載のとおりです。 

        受理番号３号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積につ

きましては記載のとおりです。 

        受理番号４号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積につ

きましては記載のとおりです。 

        受理番号６号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積につ

きましては記載のとおりです。 

        受理番号７号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積につ

きましては記載のとおりです。 

        受理番号８号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積につ

きましては記載のとおりです。 

        受理番号９号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積につ

きましては記載のとおりです。 

        受理番号１０号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に

つきましては記載のとおりです。 

        受理番号１１号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積に
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つきましては記載のとおりです。 

        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、先の受理番号５号を除く受理番号１号から１１号について、議

案書のとおり確認することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、先の受理番号５号を除く受理番号１号から１１号につい

て、議案書のとおりであることを確認いたしました。 

        次に、先にお諮りしたように、議第８号 米沢市農業委員会新規就農申請

者取扱基準による新規就農者の認定について、を議題といたします。議案の

内容について、事務局の説明を求めます。 

瀧口主査   （挙手） 

議  長    瀧口主査。 

瀧口主査    議第８号 米沢市農業委員会新規就農申請者取扱基準による新規就農者の

認定について。米沢市農業委員会新規就農申請者取扱基準第４条の規定によ

る営農計画書等の提出がありましたので、同基準第５条第１項の規定により

認定の可否を求めるため委員会に付議します。 

        提出者は、米沢市○○○○にお住いの△△△△さんです。年齢は○○歳で、

市内の非農家出身です。営農計画では、桃、サクランボ等を中心にＪＡに出

荷、販売をしていく計画となっております。○○市内の果樹農家にて短期で

はありますが研修を受けており、また○○地区の果樹農家と△△地区の農業

法人から指導を受けております。農地については、○○町と△△△△の２か

所ということで、多少離れてはおりますが借受けする予定となっております。 

        なお、先日の農地相談にて、属地としては第２ブロックと第３ブロックが

該当いたしますが、第２ブロックにて面談を行っております。 

        以上、ご審議よろしくお願いします。 

議  長    この件について、担当地域の代表委員から、営農計画等に基づく面談結果

の説明をお願いいたします。 

１ ６ 番   （山王堂民榮委員 挙手） 

議  長    １６番 山王堂委員。 

１ ６ 番    １６番 山王堂です。 

        新規就農者の認定についての面談結果の報告をいたします。 

        営農を行おうと思う理由ということで、私は以前から野菜や果樹を作りた

いということがあったということです。そして、○○市内において研修を受

けておりまして、サクランボなどを作っておりました。あと、昨年から△△
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地区においてサクランボ農家の手伝いで農作業をやっておりました。 

        この方とは去年の秋からお話がありまして、農業をしていくんだったら農

業委員会としてちゃんとしたやり方でやってくださいということで、１１月

のちょうどあそこで作業をしているときに、農地パトロールでお話をしてま

いりました。 

        今回、○○町と△△町から農地をお借りいたしまして営農することになっ

ております。もともと農業をやっていない、人材派遣とか運転代行業ですけ

れども、資本的にも十分やっていける方だと思っております。途中でやめる

というようなことはないと思われます。 

        以上でございます。 

議  長    それでは、ただいまの件について、意見並びに質問はありませんか。 

１ ２ 番   （遠藤伊一委員 挙手） 

議  長    １２番 遠藤委員。 

１ ２ 番    １２番 遠藤です。 

        新規就農者には頑張っていただきたいなということで、前から作業をやっ

ていて、農業委員会を通して新規就農者というような運びになったというこ

とで、山王堂委員からお聞きしましたので、若干疑問に思っておりました作

物の作付計画が令和３年からとなっているものですから、これについてどう

かなというふうな、ちょっと聞きたいことがありました。 

        あと、収支決算なんですけれども、もうちょっと積極的な収支決算をして

いただいて、あと合計金額が抜けていたり、あと収入がゼロだったりという

ような、これで通すというのもちょっとよくないかなと思ったものですから

質問させていただきました。第２ブロックでもそういうことでいいとしたの

かなと思ったんだけれども、そのこともなさそうだったものですから、あえ

て質問させていただきました。 

１ ６ 番   （山王堂民榮委員 挙手） 

議  長    １６番 山王堂委員。 

１ ６ 番    第２ブロックでも推進委員の方からこういう質問がありまして、ご指摘が

ありました。あと、令和３年度からのやつは○○のサクランボということで、

相田委員のほうから、いいですか。 

１ ５ 番   （相田市三郎委員 挙手） 

議  長    １５番 相田委員。 

１ ５ 番    １５番 相田です。 

        今出ていました○○のサクランボ園ですけれども、この新規就農の方が４

月４日に私のところに来まして、いろいろと聞き取り調査をしたわけですけ

れども、場所はちょうど△△△△の東側になりますけれども、そこで私の同
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級生がサクランボを作っていて１０年前に亡くなりまして、その後地区内の

農家がサクランボを管理してくれまして、３年前まで作っていたんですけれ

ども、そこをやめて３年くらいサクランボがちょっと荒れてきたところの場

所であります、現地は。そこを借りてやるというような今回の話であります。 

        この辺はサクランボが結構あって、みんな高齢者になってやめたり、残骸

があるところがいっぱいありますので、頑張ってもらえればなと思っていろ

いろと話を聞き取りしましたけれども、場所的には大変、ずっと畑とか果樹

があるところですので、頑張ってもらえればあの辺がだんだんよくなってい

くんではないかなと思って、頑張れということで話をしました。さっき山王

堂君が言いましたけれども、なかなかそういう、人を抱えて社長をしている

人ですので、従業員も二、三人、農業をしたいということで手伝ってくれる

人がいるということでしたので、本人だけではなくて仲間がいるような感じ

でしたので、何とか頑張ってくれるんじゃないかと私は感じました。 

１ ２ 番   （遠藤伊一委員 挙手） 

議  長    １２番 遠藤委員。 

１ ２ 番    １２番 遠藤です。 

        今年、令和４年度は収入はゼロというような形の収支決算なわけです。な

いんだろうな、収入が。 

１ ５ 番    やはり先ほど言いましたように、３年間サクランボの管理をしていないも

ので、手入れしても、すぐには売り物には多分ならないと。去年あたりから

しているかどうか分からないけれども、売り物にするにはもう少し商売とか

分かる人の指導を受けて、ちゃんとしたものでないと買ってもらえない。色

がついて赤くはなるかもしれないけれども、かなり、３年放置した木ですの

で、サクランボは収入はないと思います。あと桃も、昨年は桃を少し植えた

と言いますけれども、桃も植えたばかりですので収入は多分なくて、ここ数

年は投資になるんじゃないかなと思って見ています。そういうところを見て

あげないと、今あるサクランボですぐ収穫される、借りている場所ではない

なと思いますので、その辺ちょっと含んだことで考えてくれればなと思って

おります。 

１ ２ 番   （遠藤伊一委員 挙手） 

議  長    １２番 遠藤委員。 

１ ２ 番    ゼロだから悪いとかということではなくて、そういう状況だということだ

けは分かりましたので、頑張っていただきたいと思います。 

        ただ、その書き方なんだけれども、やはりきちんとしたものでもうちょっ

と、農業委員会で承認するんだから、やはり計は計でゼロはゼロ、支出はそ

の労働費も上がっていないし、ほかもやはり計は計でちゃんと書いてもらっ
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て、きちんとした中でやはり見てみたいというか、したいなと思ったもので

すから。第２ブロックでは直すということで終わったんでしょう、お話は。

指摘があっただけではないでしょう。とお聞きしたんですけれども、ありま

した、では話が終わってしまうんだけど。このまま提出ではちょっとまずい

かなと思ったんです。 

１ ６ 番   （山王堂民榮委員 挙手） 

議  長    １６番 山王堂民榮委員。 

１ ６ 番    そこまではまだ詰めていないような気がしたんですけれども、本人もあま

り分かっていないみたいで、やはりこういうのは受付の段階で精査して、農

地相談するというのが普通で、農地相談に来たようなものはそんなに、駄目

だとかなんて言えるような条件でないと思うので、これは難しいところです。 

瀧口主査   （挙手） 

議  長    瀧口主査。 

瀧口主査    この営農計画についてなんですけれども、当初、私のほうで最初、農政課

のほうと協議してしっかりまとめたものという形で話をさせていただいたん

ですけれども、やはり先ほどもお話があったように収入がないというような

状態が数年くらい考えられるということで、記載のほう、十分でないところ

があったのではないかなということで、農政課とも今後こちらの調査をしま

して、内容についてゼロだったらゼロというような形で記載をさせていただ

いた上で、差し替えという形の対応を取らせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

６   番   （田代曻一委員 挙手） 

議  長    ６番 田代委員。 

６   番    ６番 田代です。 

        この件につきましては、先般の農地相談でも話をしました。誤解されてい

るということもありますし、仕事を全うしていないと、語気がちょっと強く

なりますが勘弁してくださいね。この計画書は、米沢市農業委員会会長さん

宛てに来ているんですよ。先ほど瀧口さんが農政課とお話をされました。農

政課は別個なんですよね。農政課に出しているものじゃないですから。これ

をそのまま正しい文章にするならば、右の２番目の作付計画、４種類書いて

ありますが、この作付方法を、これが通った後じゃないと作付はできないわ

けですよ。ですから、令和３年１２月とか令和４年３月末案というのは、令

和４年、文書上ですよ、５月以降。よって、収穫はイチゴ以外はすぐ出てこ

ないだろうから、それは来年か再来年かで結構だと思いますよ。それで、次

ページに行ったときの収入。これは、イチゴはなるかもしれないけれども、

そのほかは木だから、今のところはゼロで当たりだと思います。その下は、
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ここには単価２万円の１０アールとか書いてあるけれども、このまま書く。

そういうことを全部微細にわたって埋められるように指導するのも事務局の

仕事ですよ。この話は前にもあったんですよ。そして我々もそうだな、若い

衆頑張れよ、というふうに後押しされるように、やはりこれは大事な文章で

すから、ここのところにちょっとこうしたほうがいいですね、ここはミスで

すね、これはこう記載してくださいというのは、事務局でこれを皮切りに。

ミスというのはあると思いますよ。これから新規就農される方、これが本業

じゃないですから、本業の事務局の方が定例総会もあるから、文書面だけは

きれいにしてくださいという指導を、私は望みます。こんなところでこれか

ら頑張ろうとする方にはけちをつけたくもないし、最初の入り口が文書で、

これで残念ながら許可にならなかったなんていったらば、どうするのか。と

いうことで頑張っていただきたいと思います。前にもありましたからね、こ

の件は。大事ですからね、これスタートですから。十分によろしくお願いし

たいと思います。 

議  長    はい、じゃあもう一回、瀧口主査。 

瀧口主査    ただいまのお話をお受けしてというわけではないんですが、やはりこちら

の営農計画の内容についてやはり不十分だということは、私も認識させてい

ただきました。ですので、こちらの内容について、もう一度申請者と話をさ

せていただきまして、数字を全て埋めていただいた上で、今回承認という形

になれば後日認定証の交付ということで進めさせていただきたいと思います

が、それでよろしいでしょうか。 

議  長    今回許可はするけれども、埋められるものは埋めてもらって、３年後以降

がこうだとか、例えばね、そういったことをきちんともう一回書いてもらっ

て、後ほど皆さんに提出するということでいいでしょうか。 

１ ２ 番   （遠藤伊一委員 挙手） 

議  長    １２番 遠藤委員。 

１ ２ 番    １２番 遠藤です。 

        一応新規就農としてやる気なんだから、認めていいと思うんだ。ただ、こ

の書類についてはやはり不完全だから、きちんと直してもらって、今後のた

めにもそうお願いしたいし、その書類についても後でもらいたいなという気

もします。とにかく、書類をちゃんと作っていただきたいと思います。 

議  長    今後のこともありますので、その辺きちんと営農計画をしっかりと記載し

てもらって、今後やっていってもらいたいと思います。今回の件については

賛成してもらって、この書類だけは訂正して次回でも結構でありますので。

（「一ついいですか」の声あり）はい。 

１ ６ 番    すみません、私が説明不足なんです。ここに申請を出した理由というのは、



 

12  

やはりさっき言ったように、農業委員会を通してということで私のほうから

言った話で、本人は最初農政課のほうに相談に行きました。そして、農業委

員会ってあまり分からなくて、そしてここに至ったということは、新規就農

者予定者という形で多分相談を受けていたと思います。だからこういう形で

書類になってきて、農政課の書類を丸々新規就農者が写してやったやつで、

だから受付するときにやはり気をつけていただきたいと思いますが、やはり

一応こういう総会を通してということになると、こういう数字は大事かなと

思います。よろしくお願いします。 

１ ５ 番   （相田市三郎委員 挙手） 

議  長    １５番 相田委員。 

１ ５ 番    １５番 相田です。 

        一つ、相談を受けた内容のときに話が出ましたのが、ここに書かれている

４つの作物と、あとキュウリ。今すぐ金になるのはイチゴとかしか今はない

ので、キュウリを作ってみたいというようなことでした。将来やりたいとい

うことを言っておりましたので、その辺ちょっと聞き取って、やってくれと

いうことをすれば、今年キュウリで何万だか分からないけれども、する可能

性もあります。結構キュウリを作っている人がいますし、中には指導してく

れる人が何人かおりますので、その辺ちょっと聞いてもらえればなと思って

おります。 

議  長    そのほかございませんか。 

        私も第２ブロックでありますので、果樹農家の推進委員の方から、厳しい、

何というか、このような計画書ではなかなかやっていけないぞというような

ことをかなり厳しく言われて、本人に言っていただいたりしていましたので、

多分覚悟を決めてやっていくだろうと思われますので、その辺も付け加えさ

せていただきます。 

        それでは、なかったら、△△△△氏について新規就農者として認定するこ

とに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第８号の△△△△氏について、米沢市農業委員会新規

就農申請者取扱基準により新規就農者として認定することに決定いたしまし

た。 

        次に、議第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について、を

議題といたします。議案の内容について、事務局の説明を求めます。 

宮原主査   （挙手） 

議  長    宮原農地主査。 

宮原主査    議第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について。下記農地
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について、農地法第３条第１項の許可申請がありましたので、その可否を求

めるため委員会に付議いたします。 

        受理番号１号から８号の計８件です。申請人及び土地の表示等については

記載のとおりです。申請のありました筆数及び地積は、田３８筆 ５１，０

６５．１８㎡、畑１９筆 ５，６７８．００㎡、合計５７筆 ５６，７４３．

１８㎡です。 

        受理番号１号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積につ

きましては記載のとおりです。申請事由は他市町村へ転出による売買です。 

        受理番号２号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の表示と地積につ

きましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による売買です。 

        受理番号３号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積につ

きましては記載のとおりです。申請事由は経営移譲年金の受給のための使用

貸借です。 

        受理番号４号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積につ

きましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による賃貸借（新規

就農）です。 

        受理番号５号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積につ

きましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による賃貸借（新規

就農）です。 

        受理番号６号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積につ

きましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による賃貸借（新規

就農）です。 

        受理番号７号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積につ

きましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による賃貸借（新規

就農）です。 

        受理番号８号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積につ

きましては記載のとおりです。申請事由は相手方の要望による賃貸借（新規

就農）です。 

        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    この件について調査された委員は、調査結果を報告してください。それで

は、受理番号１号から８号を上程いたします。 

４   番   （我彦正福委員 挙手） 

議  長    ４番 我彦委員。 

４   番    ４番 我彦です。 

        議第２号、受理番号１番について調査結果を報告いたします。農地を売買

する申請です。申請人、土地の表示は議案書記載のとおりです。３月３０日
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に渡人の○○さんに会って伺いました。○○さんは今△△に住んでいますが、

土地を相続したということで、高齢で後継者もいないので売買したいという

ことを伺いました。受人の△△さんにもお会いして聞きました。△△さんは

以前から○○さんの田んぼを耕作していましたので、今回１９０㎡ですけれ

ども、同じ田んぼが自分のものになったということで喜んでおりました。問

題はないと思われますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

        以上です。 

９   番   （佐久間英之委員 挙手） 

議  長    ９番 佐久間委員。 

９   番    ９番 佐久間です。 

        受理番号２号についてご説明申し上げます。渡人であります○○○○さん

は、今入院をされておりまして、お話を聞くことができませんでしたけれど

も、△△さんのほうからお話を聞いております。場所につきましては○○○

○地内ということで、△△△△の道路を○○のほうに下りていただきまして、

○○と△△境の場所であります。先ほども申し上げましたけれども、○○○

○さん、体調を崩されまして現在入院をされておりまして、ほかの△△にあ

る土地につきましても別人がということになっているようであります。この

場所につきましては、もともと△△さんの土地であったわけでありまして、

それを買い戻すというようなことで話を伺っております。地元としましても

許可相当であるというふうに思っておりますので、ご審議方よろしくお願い

申し上げます。 

        以上です。 

２   番   （小関善隆委員 挙手） 

議  長    ２番 小関委員。 

２   番    それでは受理番号３号についてご説明申し上げます。 

        ○○○○さんが息子の△△△△さんに経営移譲年金受給のためということ

で貸借を結ぶ案件であります。この地番については、△△△△、○○、それ

から○○○○、もう一つ△△の○○にあって、それぞれ担当の田代委員、江

口委員、会長ということで担当地が分かれておりますけれども、代表して私

が報告しますので、よろしくお願いしたいと思います。○○○○さんが息子

さんに譲るということで、息子さんについては現在△△△△のメンバーでも

ありますし、一生懸命営農を親子でやっているというようなことでありま

す。場所はそれぞれ離れておりますけれども、一番多いのは△△△△地内だ

ということです。○○にあるのは、奥さんの実家から奥さんが相続を受けた

ということであります。一生懸命息子がやっておりますので、何も問題ない

と思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 
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１ ５ 番   （相田市三郎委員 挙手） 

議  長    １５番 相田委員。 

１ ５ 番    １５番 相田です。 

        ４号は、先ほど言いましたけれども、○○○○さんと、△△さんというの

は高校の同級生だそうです。場所は、先ほども言ったとおり△△△△、河原

の堤防沿いに新しく出た道路がありますけれどもその東側で、ずっと果樹園

地帯があるところであります。受理番号５番のほうは、そのサクランボ園地

の隣で、そこは同じく畑ですけれども、現在何も作付されておりません。そ

こも一緒に借りて、いろいろなものを作りたいということで、そこを一場所

になりますので、ここを借りたそうです。 

        以上であります。 

１ ６ 番   （山王堂民榮委員 挙手） 

議  長    １６番。 

１ ６ 番    １６番 山王堂です。 

        ６号、７号、８号についての調査結果を報告いたします。 

        貸人、受人は議案書記載のとおりでございます。詳細も議案書記載のとお

りです。場所は○○○○から△△△△に行く道路、○○○○と言っています

が、そこのちょうど信号機から東へ行って△△地内の道路の南側に位置して

おります。調査は去年からずっと周りを見たり話をしたりしておりますが、

本人も家にいらっしゃって話をいろいろお伺いしております。貸人、借人は

近所ですので常に話をしております。面積は２，７３６平米、合計８筆にな

っております。先ほどの新規就農者が就農するということで、土地を求めて

お借りするということであります。問題ないと思われます。許可相当と思い

ます。皆様よろしくお願いいたします。 

議  長    それでは、ただいまの受理番号１号から８号について、意見並びに質問は

ありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、受理番号１号から８号について、許可することに異議ありませ

んか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請に

ついて、は議案書のとおり許可することに決定いたしました。 

        次に、議第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、を

議題といたします。議案の内容について、事務局の説明を求めます。 

瀧口主査   （挙手） 

議  長    瀧口主査。 
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瀧口主査    議第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について。下記の土

地について、農地法第４条第１項の規定による許可申請がありましたので、

その可否を求めるため委員会に付議します。 

        受理番号１号の計１件で、申請がありました地目別の筆数及び地積は田１

筆 ６６．００㎡、畑２筆 ２４０．００㎡、合計３筆 ３０６．００㎡で

す。 

        受理番号１号 申請人 ○○○○、土地の表示と地積につきましては記載

のとおりです。転用事由は一般住宅の建設です。こちらは第１種農地（集落

接続）です。 

        以上、ご審議よろしくお願いします。 

議  長    この件について調査された委員は、調査結果について報告をお願いしま

す。 

        それでは、受理番号１号を上程いたします。 

６   番   （田代曻一委員 挙手） 

議  長    ６番 田代委員。 

６   番    ６番 田代です。 

        受理番号１番についてご説明申し上げます。申請人、土地の表示等は議案

書記載のとおりであります。場所につきましては、米沢の一番北、国道１３

号線を北上していただきますと、進行方向左側に○○○○というところがあ

りまして、その前を西に行く道路でありまして、ずっと西に行きますと△△

△△というところにあります、ちょうどその境であります。私の家から直線

で５００メートルくらいの土地でありまして、申請人は、今の住宅をそのま

まにして、脇の田んぼと畑に新築したいというふうな意向でございました。

住んでいる住宅を壊して建てれば、手続等は必要ないということも十分承知

をされておりましたが、母親が高齢でありますので、そのまま住んでいただ

き、申請地が許可になったところで新しい住宅を建て、そこに母親に住んで

いただこうというふうなご予定でございました。先般、４月３日９時に申請

人宅に訪問し、その場所と申請人の考え等も聞いてまいりました。事前着工

はございません。毎回お話し申し上げますが、私どものほうは合併浄化槽を

入れないと汚物処理できませんので、それの浄化水については土地改良、窪

田維持管理組合というところにありますが、その方々と十分に話をし、土地

管理としての許可を得てくださいねということも一言添えてございます。着

工もされていませんので、何ら問題ないと思います。皆さんご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

議  長    それでは、ただいまの受理番号１号について、意見並びに質問はありませ

んか。 
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全 委 員    なし。 

議  長    ないので、受理番号１号について、許可することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に

ついて、は議案書のとおり許可することに決定いたしました。 

        次に、議第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、を

議題といたします。議案の内容について、事務局の説明を求めます。 

瀧口主査   （挙手） 

議  長    瀧口主査。 

瀧口主査    議第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について。下記の土

地について、農地法第５条第１項の規定による許可申請がありましたので、

その可否を求めるため委員会に付議します。 

        受理番号１号から２号の計２件で、申請がありました地目別の筆数及び地

積は、畑のみ４筆 ３，４８２．００㎡です。 

        受理番号１号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の表示と地積につ

きましては記載のとおりです。転用事由は一般住宅の建設です。２種農地で

す。 

        受理番号２号 貸人 ○○○○ 外２名、受人 △△△△、土地の表示と

地積につきましては記載のとおりです。転用事由は農地の一時転用（資材置

場）です。こちらは農振農用地です。 

        以上、ご審議よろしくお願いします。 

議  長    この件について調査された委員は、調査結果について報告をお願いします。 

        それでは、受理番号１号から２号を上程いたします。 

４   番   （我彦正福委員 挙手） 

議  長    ４番 我彦委員。 

４   番    ４番 我彦です。 

        受理番号１番について調査結果を報告いたします。申請人、土地の表示は

議案書記載のとおりです。４月３日に貸人の○○さんに会って話を聞きまし

た。貸人○○さんと借人の△△さんは親子関係ということで、自宅の老朽化

により自宅を新築したいということでした。場所は県道、地図を見ると分か

るんですけれども、県道板谷米沢停車場線で△△△△の南側で、その脇のほ

うには○○○○の太陽光発電がいっぱいあるところの近くになります。事前

着工もなかったので、許可相当と思われますのでご審議よろしくお願いしま

す。 

        以上です。 

１ ６ 番   （山王堂民榮委員 挙手） 
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議  長    １６番 山王堂委員。 

１ ６ 番    １６番 山王堂です。 

        議案第４号、受理番号２番について、伊藤会長の調査地域でありますが、

代わって報告いたします。貸人、借人は議案書記載のとおり、○○さん外２

名貸人、借人は△△△△であります。老人ホームです。 

        調査は、６日に行ったそうです。転用の理由ですが、ここに書いてあるよ

うに資材置場の一時転用です。あと、現地確認の結果、事前着工もされてい

ないということであります。また、周りの農地への影響もなく、周辺の農業

にも影響ないということで報告ありました。 

        以上、よろしくお願いします。ご審議よろしくお願いします。 

議  長    それでは、ただいまの受理番号１号から２号について、意見並びに質問は

ありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、受理番号１号から２号について、許可することに異議ありませ

んか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて、は議案書のとおり許可することに決定いたしました。 

        次に、議第５号 農用地利用集積計画について、を議題といたしますが、

本議案に私に関する案件がありますので、その審議に係る議長を小関会長職

務代理に交代いたします。私は一時退席いたします。 

        それでは、議長交代のため暫時休憩とします。 

       （休憩） 

       （伊藤精司会長 退室） 

議長代理    それでは、伊藤会長退席案件のため暫時議長を交代し、私がその間議事を

進行させていただきます。 

        これより議事を再開します。 

       （再開） 

        議第５号 農用地利用集積計画について、の受理番号２号を上程いたしま

す。議案の内容について、事務局の説明を求めます。 

須貝主任   （挙手） 

議  長    須貝主任。 

須貝主任    議第５号 農用地利用集積計画について。農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定により委員会に付議いたします。 

        受理番号２号の計１件です。申請人及び土地の表示等については記載のと

おりです。申請のありました筆数及び地積は、田のみ１筆 １，３８２．０
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０㎡、合計も同様です。 

        受理番号２号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は相対による売買です。 

        なお、本件については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件

を満たしているものと考えられます。 

        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議長代理    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議長代理    ないので、受理番号２号について、議案書のとおり米沢市が計画書を作成

することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議長代理    異議がないので、議第５号 農用地利用集積計画について、の受理番号２

号は、議案書のとおり米沢市が計画書を作成することに決定いたしました。 

        それでは、伊藤会長へ議長をお戻しいたします。 

          暫時休憩といたします。 

       （休憩） 

       （伊藤精司会長 入室） 

議  長    それでは、小関会長職務代理者と議長を交代し、議事を進めます。 

        これより議事を再開いたします。 

       （再開） 

        引き続き、議第５号 農用地利用集積計画について、の審議を行います。 

７   番   （佐藤孝義委員 挙手） 

議  長    ７番 佐藤委員。 

７   番    ７番 佐藤です。この後、私の案件が出てきますので、退席させていただ

きます。 

       （佐藤孝義委員 退室） 

議  長    それでは、先に受理番号７号から１０号を上程いたします。議案の内容に

ついて、事務局の説明を求めます。 

須貝主任   （挙手） 

議  長    須貝主任。 

須貝主任    議第５号 農用地利用集積計画について。農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定により委員会に付議いたします。 

        受理番号７号から１０号の計４件です。申請人及び土地の表示等について

は、記載のとおりです。申請のありました筆数及び地積は田のみ７筆 １５，

６０５．００㎡、合計も同様です。 

        受理番号７号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきまし
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ては記載のとおりです。本件は相対による新規の賃貸借権設定です。 

        受理番号８号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は相対による新規の賃貸借権設定です。 

        受理番号９号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は相対による新規の賃貸借権設定です。 

        受理番号１０号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による新規の賃貸借権設定です。 

        なお、本件については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件

を満たしているものと考えられます。 

        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、ただいまの受理番号７号から１０号について、議案書のとおり

米沢市が計画書を作成することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第５号 農用地利用集積計画について、の受理番号７

号から１０号は議案書のとおり米沢市が計画書を作成することに決定いたし

ました。 

       （佐藤孝義委員 入室） 

１ ０ 番   （江口益美委員 挙手） 

議  長    １０番。 

１ ０ 番    私の案件がありますので、一時退席させていただきます。 

       （江口益美委員 退室） 

議  長    それでは、先に受理番号２７号を上程いたします。議案の内容について、

事務局の説明を求めます。 

須貝主任   （挙手） 

議  長    須貝主任。 

須貝主任    議第５号 農用地利用集積計画について。農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定により委員会に付議いたします。 

        受理番号２７号の計１件です。申請人及び土地の表示等については、記載

のとおりです。申請のありました筆数及び地積は田のみ２筆 ８，３０６．

００㎡、合計も同様です。 

        受理番号２７号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        なお、本件については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件

を満たしているものと考えられます。 
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        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、ただいまの受理番号２７号について、議案書のとおり米沢市が

計画書を作成することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第５号 農用地利用集積計画について、の受理番号２

７号は議案書のとおり米沢市が計画書を作成することに決定いたしました。 

       （江口益美委員 入室） 

１ ７ 番   （古畑功一委員 挙手） 

議  長    １７番 古畑委員。 

１ ７ 番    私の案件がありますのでよろしくお願いします。 

       （古畑功一委員 退室） 

議  長    それでは、先に受理番号４１号を上程いたします。議案の内容について、

事務局の説明を求めます。 

須貝主任   （挙手） 

議  長    須貝主任。 

須貝主任    議第５号 農用地利用集積計画について。農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定により委員会に付議いたします。 

        受理番号４１号の計１件です。申請人及び土地の表示等については、記載

のとおりです。申請のありました筆数及び地積は田のみ２筆 ２，３１４．

００㎡、合計も同様です。 

        受理番号４１号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        なお、本件については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件

を満たしているものと考えます。 

        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、ただいまの受理番号４１号について、議案書のとおり米沢市が

計画書を作成することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第５号 農用地利用集積計画について、の受理番号４

１号は議案書のとおり米沢市が計画書を作成することに決定いたしました。 

       （古畑功一委員 入室） 

２   番   （小関善隆委員 挙手） 
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議  長    ２番 小関委員。 

２   番    それでは、私も案件がありますので、退席させていただきます。 

       （小関善隆委員 退室） 

議  長    それでは、先に受理番号５６号を上程いたします。議案の内容について、

事務局の説明を求めます。 

須貝主任   （挙手） 

議  長    須貝主任。 

須貝主任    議第５号 農用地利用集積計画について。農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定により委員会に付議いたします。 

        受理番号５６号の計１件です。申請人及び土地の表示等については、記載

のとおりです。申請のありました筆数及び地積は田のみ１筆 ２，１１２．

００㎡、合計も同様です。 

        受理番号５６号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        なお、本件については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件

を満たしているものと考えられます。 

        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、ただいまの受理番号５６号について、議案書のとおり米沢市が

計画書を作成することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第５号 農用地利用集積計画について、の受理番号５

６号は議案書のとおり米沢市が計画書を作成することに決定いたしました。 

       （小関善隆委員 入室） 

議  長    それでは、先の８件を除く受理番号１号から６１号を上程いたします。議

案の内容について事務局の説明を求めます。 

須貝主任   （挙手） 

議  長    須貝主任。 

須貝主任    議第５号 農用地利用集積計画について。農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定により委員会に付議いたします。 

        受理番号２号、７号、８号、９号、１０号、２７号、４１号、５６号を除

く１号から６１号の計５３件です。内訳は、売買による所有権移転が４件、

新規の貸借権の設定が１４件、貸借権の再設定が３５件です。申請人及び土

地の表示等については、記載のとおりです。申請のありました筆数及び地積

は田２１０筆 ３４５，２９０．５４㎡、畑４筆 ２，２９２．００㎡、合
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計２１４筆 ３４７，５８２．５４㎡です。 

        受理番号１号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は相対による売買です。 

        受理番号３号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は相対による売買です。 

        受理番号４号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は相対による売買です。 

        受理番号５号 渡人 ○○○○、受人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は相対による売買です。 

        受理番号６号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきまし

ては記載のとおりです。本件は相対による新規の賃貸借権設定です。 

        受理番号１１号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による新規の賃貸借権設定です。 

        受理番号１２号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による新規の賃貸借権設定です。 

        受理番号１３号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による新規の賃貸借権設定です。 

        受理番号１４号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による新規の賃貸借権設定です。 

        受理番号１５号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による新規の賃貸借権設定です。 

        受理番号１６号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による新規の賃貸借権設定です。 

        受理番号１７号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による新規の賃貸借権設定です。 

        受理番号１８号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による新規の賃貸借権設定です。 

        受理番号１９号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による新規の賃貸借権設定です。 

        受理番号２０号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による新規の賃貸借権設定です。 

        受理番号２１号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による新規の賃貸借権設定です。 

        受理番号２２号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による新規の賃貸借権設定です。 

        受理番号２３号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま
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しては記載のとおりです。本件は相対による新規の賃貸借権設定です。 

        受理番号２４号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号２５号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号２６号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号２８号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号２９号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号３０号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号３１号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号３２号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号３３号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号３４号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号３５号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号３６号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号３７号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号３８号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号３９号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号４０号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号４２号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号４３号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま
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しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号４４号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号４５号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号４６号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号４７号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号４８号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号４９号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号５０号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号５１号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号５２号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号５３号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号５４号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号５５号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号５７号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号５８号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号５９号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号６０号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        受理番号６１号 貸人 ○○○○、借人 △△△△、土地の詳細につきま

しては記載のとおりです。本件は相対による賃貸借権の再設定です。 

        なお、本件については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件
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を満たしているものと考えられます。 

        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、先の８件を除く受理番号１号から６１号について、議案書のと

おり米沢市が計画書を作成することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第５号 農用地利用集積計画について、は先の８件を

除く受理番号１号から６１号について、議案書のとおり米沢市が計画書を作

成することに決定いたしました。 

        次に、議第６号 土地改良事業参加資格交替の承認について、を議題とい

たします。議案の内容について、事務局の説明を求めます。 

須貝主任   （挙手） 

議  長    須貝主任。 

須貝主任    議第６号 土地改良事業参加資格交替の承認について。土地改良法施行規

則第４条第２項において準用する同規則第２条第２項の規定により、委員会

に付議いたします。 

        受理番号１号から２号の計２件です。申請人及び土地の表示等については、

記載のとおりです。申請のありました筆数及び地籍は田のみ４筆 １０，１

８９．００㎡、合計も同様です。 

        受理番号１号 取得者 ○○○○、喪失者 △△△△、土地の表示と地積

につきましては記載のとおりです。申出の理由は集積計画による賃借権設定

（通年）です。 

        受理番号２号 取得者 ○○○○、喪失者 △△△△、土地の表示と地積

につきましては記載のとおりです。申出の理由は集積計画による賃借権設定

（通年）です。 

        以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

議  長    ただいまの説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、議第６号 土地改良事業参加資格交替の承認について、議案書

のとおり承認することに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、議第６号 土地改良事業参加資格交替の承認について、

は議案書のとおり承認することに決定いたしました。 

        次に、議第７号 米沢農業振興地域整備計画の変更について、を議題とい

たします。議案の内容について、事務局の説明を求めます。 
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宮原主査   （挙手） 

議  長    宮原農地主査。 

宮原主査    議第７号 米沢農業振興地域整備計画の変更について、は本日提出者であ

ります米沢市より農政課職員の出席がありますので、担当職員からご説明を

申し上げます。 

鈴木主任   （挙手） 

議  長    米沢市農政課鈴木主任。 

鈴木主任    いつもお世話になっております。農政課の鈴木と申します。 

        私から米沢農業振興地域整備計画の変更について、ご説明いたします。 

        今回の変更は、農用区域からの除外による計画の変更４件となります。 

        議第７号、議案書№１４をご覧ください。それでは、説明に移ります。 

        図面番号１について、要望者は○○地区○○○○に所在する○○○○です。

変更要望地、地目、面積は記載のとおりで、農用地区域から白地への除外と

なります。除外目的につきましては、駐車場及び雪捨て場の設置になります。

入所者約１２０名、職員約１００名の○○○○施設で、法人主催の年数回家

族参加行事等の際には、駐車場が非常に手狭であります。周辺にはパークゴ

ルフ場を市民に開放していることもありまして、駐車場の確保が喫緊の課題

であると考えられております。また、当法人は○○○○に位置しており、冬

季間における積雪量が非常に多いところになります。○○施設であるため、

常に周辺の除雪をしておく必要があり、その雪を捨てるためのスペースが全

く足りていないことから、近隣地を活用し新たな駐車場及び雪捨て場を設置

する計画となっております。なお、当該地は都市計画区域外となっており、

周辺地域における農業関連事業の投資状況はございません。 

        では、次に移ります。 

        図面番号２について、要望者は△△地区にお住いの○○氏です。変更要望

地、地目、面積は記載のとおりで、農用地区域から白地への除外となります。

除外目的は、主に資材置場の設置です。要望者は土木工事の請負業を営んで

いらっしゃいますが、借地の資材置場が手狭で大変不便であることから、常

に利用している○○○○、また△△△△からなるべく近いところにおいて、

軽微な駐車場及び資材置場スペースを確保する計画となっております。なお、

当該地は都市計画区域内の無指定区域となっており、周辺地域における農業

関連事業の投資状況はございません。 

        では、次に移ります。 

        図面番号３について、要望者は要望地の隣接地で溶接業を営んでいる△△

△△です。変更要望地、地目、面積は記載のとおりで、農用地区域から白地

への除外となります。除外目的につきましては、雪捨て場の設置となります。
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要望者は、令和２年度にも隣地において雪捨て場の設置として除外申請を行

っていますが、令和３年度の積雪量は例年よりもはるかに多く、令和２年度

の除外分のスペースだけでは積雪量に対する雪捨て場の面積が不足しており

ますので、さらにその隣地を雪捨て場として農用地区域から除外し、面積を

確保する計画となっております。なお、当該地は都市計画区域内、無指定区

域となっており、周辺地域における農業関連事業の投資状況はございません。 

        では、最後になります。 

        図面番号４について。要望者は除外要望地の隣地で建設業を営んでいる、

○○○○です。変更要望地、地目、面積は記載のとおりで、農用地区域から

白地への除外となります。除外目的につきましては、○○○○としての新店

舗建設に伴う敷地及び駐車場の確保になります。要望者は、本社敷地内の既

存の建物を改修しまして、ガーデニング用品の新店舗建設を計画しておりま

すが、ガーデニング植栽や販売を行うための敷地面積及びそれに伴うお客様

用の駐車場が不足しておりますので、その隣地を新店舗建設に伴い利用する

ための敷地及び駐車場にする計画となっております。なお、当該地は都市計

画区域内、無指定区域となっており、周辺地域における農業関連事業の投資

状況はございません。 

        私からは以上になります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議  長    この件について調査された委員は、調査結果について説明をしてください。 

        除外要望の図面番号№１から№４を上程いたします。 

１ ６ 番   （山王堂民榮委員 挙手） 

議  長    №１、山王堂委員。 

１ ６ 番    議第７号、受理番号１番について、調査結果を伊藤会長の地域であります

ので代わって説明いたします。先ほどの農政課の鈴木主事のほうから説明あ

ったとおりで、まだ事前着工もなっておりませんので、何ら問題ないと思わ

れます。ご審議よろしくお願いいたします。 

        続いて３番もいいですか。はい、３番です。△△△△の雪捨て場というこ

との申請であります。これは、昨年、この図面では畑になっていますが、こ

こは転用になっております。そして売買になっております。△△△△の持ち

物となっております。その脇に、今年は豪雪で雪捨て場が足りないというこ

とで、転用の申請が出ております。まず最初、農振除外ですね。申請が出て

おります。調査のときはまだ雪もありまして、事前着工等もありませんので、

問題ないと思われます。ご審議よろしくお願いいたします。場所ですが、こ

の場所は、先ほどの私が説明した○○○○よりもう一つ南の道路になりまし

て、○○から△△に行く道路であります。その十字路よりちょっと入ったと

ころ。道路沿いに出ていないんですけれども、△△△△さんがだんだん業務
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拡大で従業員も増えて、雪捨て場も足りないということでありました。△△

△△さんは農業関係の乾燥機などを溶接している会社であります。 

１ ２ 番   （遠藤伊一委員 挙手） 

議  長    １２番 遠藤委員。 

１ ２ 番    １２番 遠藤です。 

        №２についてご報告いたします。地目は原野ですので、問題はありません

けれども、現在農用地で利用しているという兼ね合いから農振除外という申

請が出ていると思います。場所については○○○○というか、△△△△があ

る、そこのところから入っていった細い道でありますが、やはり土木工事、

資材置場ということでありますので、車の便のいいところ、そして農用地を

利用しての資材置き場になりましたけれども、やはり立地条件としては適切

だということでの申請があったようであります。原野でありますので、農振

除外で問題はないと思います。よろしくお願いします。 

４   番   （我彦正福委員 挙手） 

議  長    ４番。 

４   番    ４番 我彦です。 

        №４について報告いたします。４月６日に現地確認を行ったんですけれど

も、事前着工等はなっておりませんでした。新店舗建設に伴う敷地及び駐車

場の設置ということで、ここは土地改良区の整備工事の受益地外にもなって

おるので、特に問題ないと思われますので、審議よろしくお願いします。 

議  長    ただいまの調査結果の説明について、意見並びに質問はありませんか。 

全 委 員    なし。 

議  長    ないので、除外要望の図面番号№１から№４について、意見なしとするこ

とに異議ありませんか。 

全 委 員    異議なし。 

議  長    異議がないので、除外要望の図面番号№１から№４について、意見がなか

った旨を米沢市長に回答をすることに決定いたしました。 

        以上で、議事の提出議案についての審議は終了いたしました。鈴木主事、

ご苦労さまでした。（「ありがとうございました」の声あり） 

        続いて、２のその他に移ります。 

        農政振興等に関する改善意見や施策について、話題提供として発言をいた

だきたいと思います。今回は１７番 古畑功一委員にお願いいたします。 

１ ７ 番    私から話題提供させていただきます。４月８日の農業新聞に書かれており

ました、農業委員会としての新たな３か年運動ということでありまして、こ

れの一つに守るべき農地の明確化ということが書かれております。担い手を

中心とした農地利用による集積集約化の取組とその担い手による農地利用が
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望めない地域があるということで、これに対しては中山間地域等が当たるこ

とと思われます。 

        また、農業新聞には、地域農地を農業利用と保全管理、林地化を促すとい

うことも書かれておりまして、林地化になってしまえば、私たちの地域はも

う山間部なので、鳥獣被害がますます増えてくるということで、この辺もち

ょっと考えるべきことがあるんじゃないかなと思っております。前回、前々

回に樋渡委員と我彦委員の鳥獣の被害ということで言われていますけれども、

今回米沢市でニホンジカの有害駆除がありまして、米沢市全体で４８頭を捕

りました。そのうち我が西地区で４０頭ということで、そのくらいニホンジ

カが増えている。ニホンジカは最近なので、もう５年間でこのくらい増えた。

捕っていないのはまだまだいますので、イノシシも私たちの地区では３０頭、

今年捕りました。このように、サルだけじゃなくて、もっとひどいのがイノ

シシ、また鹿が増えてきたということで、なかなか大変なことが出てきたも

のだから、林地化になった場合にどうしたらいいのか。山間部をもっと考え

なければいけないんじゃないかということで、私からの提言です。よろしく

お願いいたします。 

議  長    ありがとうございました。中山間地の山に返すというか、林地化というよ

うなことに対して、有害動物の被害がもっと増えるのではないかという心配

があるというようなご意見でありました。皆さんからただいまの意見に対し

て質問、ご意見等ありませんか。 

２   番   （小関善隆委員 挙手） 

議  長    ２番。 

２   番    前に中間管理機構での意見交換会のときに、緩衝地帯にしたらいいんじゃ

ないかという話が県からあって、じゃあ緩衝地帯にすれば、本当に有害鳥獣、

そこを通ってまだまだ近づいてくるなんていう可能性もあると思うんだけれ

ども、緩衝地帯の考え方というのがちょっとどういうものだか。 

１ ７ 番    この農業新聞にも書かれていますけれども、景観作物とか蜜源作物を栽培

しろとかと書かれているんですよ。それにしても適正なものは何があるんだ

なんていうこともあると思うし、管理するにも大変じゃないかと思います。

うちのほうでも多面的機能のほうで水路の脇、荒れていたところを全部伐採

して、今広く植えられるようにしていますけれども、大体きれいにしておか

ないと、また同じようになってしまうということで、なかなか大変なことだ

と思っています。 

議  長    確かに緩衝地帯は理想なんだけれども、どこで管理するのか、その辺が明

確になって予算もつけないと、１年に２回くらい草刈りはしなければならな

いと思われますので、その辺が問題になってくるのではないかなと思われま
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す。 

        皆さんから何かあったら。 

２   番    結局、常に管理していないと、結局また近づいてくるということでしょう。

管理する人がまだいないと、状況的に。 

１ ７ 番    だんだん年取ってもう動けなくなっている。 

２   番   口で言うのは簡単なんだけれども、実際過疎化しているとそこに住む人がい

ないのだから。 

１ ７ 番    だから法人化しろなんて言われるけれども、やはり年寄りしかいないので、

法人化したって分からないし。山間部はなかなか厳しくて、その法人化する

にも。 

２   番    いや、前から法人化すれば何とかなるという考えがあって、会社だと、法

人にするということは後継者を世代というか、家族で継いでいくというので

はなくて会社だから。社員がついてくるというようなことなんだろうけれど

も、その社員になる人がまずいないという現実があって、一番はやはり人口

減少を食い止めてそこに住んでもらうということが一番なんだけれども。 

        米沢市の都市計画、コンパクトなまちづくりなんてやっていた。コンパク

トということは、１軒のためにするのではなくてまとめてしてしまって、と

いうような発想だと、ますます限界集落になっているところはなくなってい

くので。市のまちづくりそのものがそういう政策だとなってくれば、まだま

だ中山間地のほうは減少してくるというような。行政としては、その辺まで

考えてそういうのを出したのか、局長、コンパクトなまちづくりというよう

な中で、周りのことも考えた政策が含まれているのか。 

議  長    局長。 

宍戸局長    確かに今、職務代理からあったように、国は人口減少を見据えてコンパク

トなまちづくりを進めております。本市においてもそのような流れを酌んで

対策をしている。農地の集約というふうなところを我々言われていますけれ

ども、人間の集約といったほうが手っ取り早いような感じで、旧市があって、

そして各１１の旧村単位のところがあるので、そこも散在しているというこ

とで、ある程度そこにもぎゅっと固めて、そこを公共交通で結ぶというふう

な計画を組んでいるようですが、そこで農業の部分もなおざりにしているわ

けではないと思いますが、やはり一箇所にまとめるとなると、職務代理おっ

しゃったように手が回らないというふうなところが確実に出てくるんだろう

と思います。これはいろいろなところに波及する部分でありますので、これ

は企画調整部門でそこの部分は検討はしておりますけれども、やはり時代が

変わってくれば、今の考えは未来永劫続くということではなくて、アップデ

ートをかけていくというか、そのようなことが大切になってくるんだろうと
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いうふうに思っております。ちょっと答えになっているかどうかは分かりま

せんが、そんなところでよろしくお願いいたします。 

議  長    米沢市の基本計画の中には中山間地のそういった農地までについては、話

合いの中に入っていないというふうに理解していいですか、今のところ。 

宍戸局長    はい。 

議  長    宍戸局長。 

宍戸局長    全くそれを考慮していないというわけではなくて、やはり人の面の部分、

人をぎゅっとまとめましょうというところが主となる計画でありますので、

まずは人がいれば、それは農業であり産業であり、いろいろ関わってまいり

ますので、そこは全くないというわけではないということで、まずはご理解

をいただきたいと思います。 

議  長    そのほか、古畑さんのご意見に対して皆さんからありますか。 

１ １ 番   （宮﨑雅文委員 挙手） 

議  長    １１番 宮﨑委員。 

１ １ 番    １１番 宮﨑です。 

        鳥獣害被害といったときに私は思うんですが、突拍子もない意見で申し訳

ないんですが、やはり山に餌がないからこういった動物が下りてくるのであ

って、またそれを捕る人もいないということで、山形県において、日本にお

いてもそうなんですが、ほとんどが山地なんですね、日本というのは。それ

で山を、林業の部分になるんでしょうけれども、山で動物が生きていけるよ

うに管理するという、そのあたりは方向性としてはいかがなものなんでしょ

うか。すみません、突拍子もない意見で。 

議  長    今、宮﨑さんから動物が生きていくための餌になるものを植えてはどうか

というような話がありましたが。 

６   番   （田代曻一委員 挙手） 

議  長    田代委員。 

６   番    山間部ではないので私の知る範囲で話をしますと、窪田に財産区というの

があって山があるんです。和田なんです。窪田には昔は、旧部落は十五、六

あって、山の役になった人は和田まで行って、下草刈りとかしたんでした。

何で和田まで行ったかというと、今みたいに電気だガスだなんてないから、

芝刈りに行ったんです。すると、下草を刈るので獣はこちらに来なかったと

いうのがその当時。だんだん生活もそこまで行かなくても熱は十分に賄える

からということで、今財産区としてあっても何にも行ってないのが現状です。

昔使っていたんだけれども、今それを使わなくたっていいからということで

行かないわけです。そうすると、草刈りしないから、食べるなら里に行くと

いっぱい食べられるからうまいからというので、お客様ござると。それがど
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こまでと堂々巡りです。先ほど、古畑委員が多面的交付金の中でと。窪田が

多面的と、我々農地道といいますが、それは農道を直したとかＵ字溝を直し

たとか、そんなものなんですよ。そうすると、山裾に行くとそれ以外に、先

ほどの緩衝地と伐採なんていうこともあると思います。それで、去年の４月

１日から森林農村整備課という新しい職場ができて、その課長は昔ここの仲

間だった補佐だから、行って話をしてきたらいいんじゃないかと、何か宿題

預けるといい。現実を重視して、じゃあここからこうまでこうしたら、２期

はこうして３期はこうしてなんてやったら、１期やった結果が翌年かその次

分かるわけだから。効果ありとか効果ないとか。短編的にすると駄目だから、

継続をもって友好的なお金の使い方と、友好的に相手がこっちに来ないよう

な方策を見出すということを。平地にいたって、話を聞くとざわっとするわ

けよ、尻刺さったとか、向かってきたとか。私は日々そういう生活をしてい

ないから分からないけれども、日々そういう生活をしている人は大変だと思

うから。これはあれだな、森林農村整備課だな。 

４   番    提案ですけれども、森林農村整備課の鳥獣対策のほうを通して、農業委員

そして推進委員の方々にサルの生態、イノシシの生態、あとどういうふうな

ことになってこうなっているのかということをみんなで勉強して、それをみ

んな一つの考えにまとまれば、考えも前向きで、みんなで一つになるんじゃ

ないかと思うので、ぜひ会長、研修会のほうをお願いしたいと思います。 

１ ７ 番   （古畑功一委員 挙手） 

議  長    １７番。 

１ ７ 番    イノシシと鹿というのは、もともとここにいないんだけれども、今通って

くるのが二井宿のほうから皆入ってきています。ということは、上郷から来

るということです。だから、上郷地区ももっと一生懸命してもらわないと、

こちら割を食うということになりますので。大体にして、今ＤＮＡ検査して

いるけれども、高畠のほうの捕ったやつは食べれませんから、放射能で。こ

っちのほうで捕ったのは食べられるので、いっぱい捕ってもらっていいとい

うことなので。ただ、うちのほうは果樹農家もいるので、若い人がかなり鉄

砲とわなを持って捕っています、年々。増加していますので、周りの人たち

ももっと捕っていただければと思います。 

議  長    古畑委員、宮﨑委員からの提案、実際そういうのは駄目なんですか。 

１ ７ 番    イノシシはくずの根っこが大好きなんです。あと大体杉の細い根っこも食

べるんです。何でも食べるから、ああいう小さいやつは。だから、山ばかり

きれいにしても駄目だということ。 

４   番    宮﨑委員が言ったとおり、自分も最初は山にいろいろな食べ物を植えたら

いいんじゃないかなと思っていたんだけれども、結局、サルに例えればサル
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がもう山に行ってもうまいものがないものでこっちに出てきて、やはりうま

いものの味を知ってしまったものだから、やはりどうしても追い払っても、

例えば杉の伐採しないといっぱい隠れ家があるもんだから、そこにいて、ま

た時間がたつと戻ってくるという、やはり一遍うまいものを食べてしまうと、

なかなか食べれないというのが現状で、でも冬季間のほうが山上のほうに変

わったのが、柿木もほとんど伐採したので、今までは１月くらいまで熟し柿

を食べていたけれども、周りを見ると仕方なく桑の皮を食べたり様々な皮を

食べている跡がかなり多くなってきたので、多分それも効果があって。昔は

そういうのを食べていたわけだから。そうすると、頭数も抑えられるような

感じがします。ちょっと答えになっているか分からないけれども。 

議  長    宮﨑委員。 

１ １ 番    皆さん、すみません。大体言いたいこと言っていただきましてありがとう

ございます。要するに餅屋は餅屋ということで、森林農村整備課と農業委員

会、農政課もタックを組んで、この鳥獣被害に関してはやはり考えていかな

いといけないんだなと思っていますので、よろしくお願いします。 

議  長    では、我彦委員から提案ありました農業委員、推進委員でそういった有害

動物に対する勉強会を事務局で……忙しいときはなかなかできないと思うか

ら、田植えでも終わって暇になったときに誰か講師を呼んで。頭に入れてお

いていただきたいと思います。では、そのほかに。 

        ないようですので、その他を終了し、以上で本日の第２１回米沢市農業委

員会定例総会を閉会いたします。 

 

 

閉  会   午前１１時００分 
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